
  
 

 
 

山
梨
県
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
製
造
管
理
指
導
要
綱 

 

䥹
目 

 

的
䥺 

第
一
条 
こ
の
要
綱
は
䣍
食
品
衛
生
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
䥺
及
び
食
品

表
示
法
䥹
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
䥺
に
定
め
る
ほ
か
䣍
県
の
区
域
䥹
甲
府
市
の
区
域

を
除
く
䣎
䥺
内
の
施
設
に
お
け
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
の
製
造
及
び
管
理
等
に
つ
い
て
そ

の
指
導
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
䣍
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
䣎 

 

䥹
定 

 

義
䥺 

第
二
条 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
対
象
と
す
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
は
䣍
水
の
み
を
原
料
と
す

る
清
涼
飲
料
水
の
う
ち
䣍
食
品
衛
生
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
清
涼
飲
料
水
製
造
業

の
許
可
を
得
た
施
設
に
お
い
て
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
製
造
し
た

も
の
と
す
る
䣎 

一 

原
料
と
し
て
用
い
る
水
を
殺
菌
器
等
で
殺
菌
し
又
は
除
菌
し
た
後
䣍
容
器
包
装
に
充
塡

し
䣍
密
栓
又
は
密
封
し
た
も
の
䣎 

二 

原
料
と
し
て
用
い
る
水
を
容
器
包
装
に
充
塡
し
䣍
密
栓
又
は
密
封
し
た
も
の
を
䣍
加
熱

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
殺
菌
を
し
た
も
の
䣎 

 䥹
殺
菌
又
は
除
菌
方
法
䥺 

第
三
条 

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
を
製
造
す
る
者
䥹
以
下
䣓
製
造
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
は
䣍
原
料

と
し
て
用
い
る
水
を
加
熱
殺
菌
方
法
以
外
で
殺
菌
又
は
除
菌
す
る
場
合
は
䣍
常
に
殺
菌
又
は

除
菌
装
置
䥹
紫
外
線
䣍
ろ
過
膜
等
䥺
の
点
検
䣍
管
理
を
行
い
䣍
そ
の
装
置
が
適
正
に
作
動
し
䣍

確
実
に
殺
菌
又
は
除
菌
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
機
械
器
具
等
の
洗
浄
䣍
殺
菌
䥺 

第
四
条 

製
造
者
は
䣍
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
の
製
造
に
使
用
す
る
配
管
及
び
機
械
器
具
等
を
䣍

作
業
開
始
前
に
薬
剤
䣍
熱
湯
又
は
蒸
気
に
よ
り
洗
浄
䣍
殺
菌
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
容
器
包
装
の
洗
浄
䣍
殺
菌
及
び
保
管
䥺 

第
五
条 

製
造
者
は
䣍
未
使
用
の
容
器
包
装
を
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
の
製
造
に
使
用
す
る
場

合
は
䣍
そ
の
容
器
包
装
を
充
て
ん
直
前
に
䣍
薬
剤
等
に
よ
り
十
分
に
洗
浄
䣍
殺
菌
し
䣍
速
や

か
に
充
て
ん
打
栓
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

た
だ
し
䣍
容
器
製
造
業
者
の
製
品
規
格
書
等
に
よ
り
容
器
包
装
が
䣍
殺
菌
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
場
合
で
あ
䣬
て
䣍
塵
埃
䣍
微
生
物
に
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
保
管
し
て
い

る
も
の
に
あ
䣬
て
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

 

䥹
賞
味
期
限
等
の
表
示
䥺 

第
六
条 

製
造
者
は
䣍
製
造
す
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
全
製
品
に
賞
味
期
限
及
び
適
切
な
保

存
方
法
を
明
確
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

安
全
確
保
の
観
点
か
ら
䣍
期
限
設
定
の
た
め
の
試
験
検
査
を
行
い
䣍
科
学
的
根
拠
に
基
づ



 

き
適
正
に
設
定
さ
れ
た
賞
味
期
限
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
製
品
の
保
存
䥺 

第
七
条 
製
造
者
は
䣍
製
造
し
た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
䥹
以
下
䣓
製
品
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
つ

い
て
ロ
䣹
ト
ご
と
に
一
本
以
上
を
䣍
賞
味
期
限
後
一
か
月
以
上
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
す
る

も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
製
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
の
検
査
等
䥺 

第
八
条 

製
造
者
は
䣍
製
品
に
つ
い
て
目
視
等
に
よ
る
検
査
そ
の
他
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発

生
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
䣍
そ
の
記
録
を
作
成
し
䣍
及
び
そ
の
記
録
を
当

該
製
品
の
賞
味
期
限
後
一
か
月
以
上
保
存
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

製
造
者
は
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
䥹
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
䥺
別
表

第
十
八
第
六
号
䣓
検
証
方
法
の
設
定
䣔
に
基
づ
き
製
品
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
䣍
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
実
施
し
䣍
検
査
の
結
果
を
一
年
間
以
上
保
存
す
る
も
の

と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
検
査
を
実
施
し
た
製
品
の
賞
味
期
限
が
検
査
結
果
後
の
一
年
を
超
え
る

も
の
に
あ
䣬
て
は
䣍
当
該
製
品
の
賞
味
期
限
に
一
か
月
を
加
え
た
期
間
以
上
と
す
る
䣎 

３ 

製
造
者
は
䣍
前
項
の
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
䣍
次
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

一 

別
表
の
（一）

か
ら

（四十九）

䥹

（三）

を
除
く
䣎
䥺
ま
で
の
検
査
の
結
果
が
同
表
の
基
準
値
に
適
合

し
な
い
場
合
に
は
䣍
直
ち
に
同
一
ロ
䣹
ト
の
回
収
を
行
う
と
と
も
に
䣍
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀

タ
䤀
の
製
造
を
中
止
し
䣍
そ
の
原
因
を
究
明
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

二 

別
表
の
（三）

の
検
査
の
結
果
が
同
表
の
基
準
値
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
䣍
直
ち
に
原
因

を
究
明
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
䣎 

４ 

製
造
者
は
䣍
原
料
と
し
て
用
い
る
水
に
つ
い
て
䣍
食
品
䣍
添
加
物
等
の
規
格
基
準
䥹
昭
和

三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
䣎
以
下
䣓
規
格
基
準
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
規
定
す
る
清

涼
飲
料
水
の
製
造
基
準
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
類
䥹
殺
菌
又
は
除
菌
を
行
う
も
の
に
限

る
䣎
䥺
の
原
料
と
し
て
用
い
る
水
の
検
査
に
係
る
項
目
の
検
査
を
年
一
回
以
上
実
施
し
䣍
検

査
の
結
果
を
一
年
間
以
上
保
存
す
る
も
の
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
検
査
を
実
施
し
た
原
料
と
し

て
用
い
る
水
を
使
用
し
て
製
造
し
た
製
品
の
賞
味
期
限
が
検
査
結
果
後
の
一
年
を
超
え
る

も
の
に
あ
䣬
て
は
䣍
当
該
原
料
と
し
て
用
い
る
水
を
使
用
し
て
製
造
し
た
製
品
の
賞
味
期
限

に
一
か
月
を
加
え
た
期
間
以
上
と
す
る
䣎 

５ 

製
造
者
は
䣍
前
項
の
検
査
の
結
果
が
規
格
基
準
に
規
定
す
る
製
造
基
準
に
適
合
し
な
い
場

合
に
は
䣍
直
ち
に
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸
䤀
タ
䤀
の
製
造
を
中
止
し
䣍
そ
の
原
因
を
究
明
し
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
䣍
販
売
し
た
製
品
の
安
全
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

６ 

製
造
者
は
䣍
自
然
に
䣍
又
は
掘
削
に
よ
䣬
て
地
下
の
帯
水
層
か
ら
直
接
得
ら
れ
た
鉱
水
を

原
料
と
し
て
用
い
る
水
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
䣍
泉
源
地
及
び
採
水
地
点
の
環
境
保
全
を

含
め
䣍
そ
の
衛
生
確
保
に
は
十
分
配
慮
し
䣍
泉
源
が
汚
染
さ
れ
た
恐
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他

必
要
に
応
じ
て 

䣍
原
料
と
し
て
用
い
る
水
の
水
質
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
項
目
に
つ

い
て
䣍
検
査
を
実
施
し
䣍
検
査
の
結
果
を
一
年
間
以
上
保
存
す
る
も
の
と
す
る
䣎
検
査
を
実

施
し
た
原
料
と
し
て
用
い
る
水
を
使
用
し
て
製
造
し
た
製
品
の
賞
味
期
限
が
一
年
以
上
の

も
の
に
あ
䣬
て
は
䣍
当
該
原
料
と
し
て
用
い
る
水
を
使
用
し
て
製
造
し
た
製
品
の
賞
味
期
限

に
一
か
月
を
加
え
た
期
間
以
上
と
す
る
䣎 



 

７ 

製
造
者
は
䣍
前
項
の
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
䣍
次
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
䣎 

 
一 

規
格
基
準
に
規
定
す
る
製
造
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
䣍
直
ち
に
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
䣸

䤀
タ
䤀
の
製
造
を
中
止
し
䣍
そ
の
原
因
を
究
明
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
䣍
販

売
し
た
製
品
の
安
全
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

二 

界
面
活
性
剤
䣍
フ
䣷
ノ
䤀
ル
類
䣍
農
薬
䣍
Ｐ
Ｃ
Ｂ
類
䣍
鉱
油
䣍
多
環
芳
香
族
炭
化
水
素

の
検
査
結
果
に
お
い
て
䣍
こ
れ
ら
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
䣍
汚
染
の
原
因
を
解
明
す
る

と
と
も
に
䣍
検
出
さ
れ
な
い
も
の
の
み
を
原
料
と
し
て
用
い
る
水
と
し
て
使
用
す
る
も
の

と
す
る
䣎 

 

三 

フ
䣹
素
の
検
査
結
果
に
お
い
て
䣍
そ
の
濃
度
が
○
䥼
八
㎎
／
Ｌ
を
超
え
た
場
合
に
は
䣍

保
健
所
長
に
報
告
し
䣍
表
示
に
係
る
指
導
を
受
け
る
も
の
と
す
る
䣎 

  

四 

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
を
検
出
し
た
場
合
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
物
質
以
外
の
有
害
物
質
又

は
病
原
微
生
物
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
䣍
保
健
所
長
に
報
告
し
指
導
を
受
け
る
も
の
と

す
る
䣎 

 

䥹
そ
の
他
䥺 

第
九
条 

こ
の
要
綱
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
八
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  
 

 

改 

正 

１ 

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日 

 

一
部
改
正 

２ 

平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日 

 

一
部
改
正 

３ 

平
成
二
十
五
年
九
月
三
日 

 
 

一
部
改
正 

４ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

 
 

一
部
改
正
䥹
た
だ
し
䣍
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
に
製
造
さ
れ
た
製
品
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
䥺 

５ 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
三
日 

 

一
部
改
正
䥹
た
だ
し
䣍
第
一
条
の
䣓
県
の
区
域
䥹
甲
府

市
の
区
域
を
除
く
䣎
䥺
内
䣔
は
䣍
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
䣍
䣓
県
の
区
域

内
䣔
と
す
る
䣎
䥺 

６ 

令
和
二
年
六
月
一
日 

 
 

 
 

一
部
改
正 

７ 

令
和
三
年
六
月
一
日 

 
 

 
 

一
部
改
正
䥹
た
だ
し
䣍
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
䥹
令
和

元
年
政
令
第
百
二
十
三
号
䥺
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
当
該
営

業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
䣍
第
三
条
に
規
定
す
る
製
造
者
と
み
な

し
䣍
こ
の
要
綱
の
規
定
を
適
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
二
条
中
䣓
食
品
衛
生
法
第

五
十
五
条
第
一
項
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
平
成
三
十

年
法
律
第
四
十
六
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一

項
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎
䥺 

８ 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 

一
部
改
正
䥹
た
だ
し
䣍
施
行
日
前
に
製
造
さ
れ
た
製
品

に
つ
い
て
は
䣍
別
表
の

（十七）

䣍
（二十五）

䣍
（三十五）

及
び

（三十七）

を
適
用
し
な
い
も
の
と
し
䣍

（十四）

の
基
準
値
に

つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
䥺 



 

９ 

令
和
六
年
四
月
十
八
日 

 

一
部
改
正
䥹
た
だ
し
䣍
施
行
日
前
に
製
造
さ
れ
た
製
品
に
つ

い
て
（十）

の
基
準
値
は
䣍
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
䥺 

10 
令
和
八
年
四
月
一
日 

 
 

一
部
改
正
䥹
た
だ
し
䣍
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

製
造
さ
れ
た
製
品
に
つ
い
て
は
䣍
別
表
の

〈四十五）

を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
䣎
䥺 

 

別
表 

検
査
項
目 

基
準
値 

試
験
法 

䥹
注
一
䥺 

実
施
回
数 

（一） 

混
濁
䣍
沈
殿
物
又
は
固
形
の

異
物 

認
め
な
い
こ
と 

試
験
法
一 

年
四
回
以
上 

䥹
注
二
䥺 

（二） 

大
腸
菌
群 

陰
性 

試
験
法
二 

（三） 

細
菌
数 

一
〇
〇
／

mL
以
下 

試
験
法
一 

（四） 

ス
ズ 

一
五
〇
・

〇

ppm
以
下 

試
験
法
三 

年
一
回
以
上

䥹
注
三
䥺 

（五） 

ア
ン
チ
モ
ン 

〇
・

〇
〇
五
㎎
／
Ｌ
以

下 

年
一
回
以
上 

（六） 

カ
ド
ミ
ウ
ム 

〇
・

〇
〇
三
㎎
／
Ｌ
以

下 

（七） 

水
銀 

〇
・

〇
〇
〇
五
㎎
／
Ｌ

以
下 

（八） 

セ
レ
ン 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（九） 

銅 

一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十） 

鉛 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十一） 

バ
リ
ウ
ム 

一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十二） 

ヒ
素 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十三） 

マ
ン
ガ
ン 

〇
・

四
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十四） 

六
価
ク
ロ
ム 

〇
・

〇
二
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十五） 

亜
塩
素
酸 

〇
・

六
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十六） 

塩
素
酸 

〇
・

六
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十七） 

ク
ロ
ロ
酢
酸 

〇
・

〇
二
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十八） 

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム 

〇
・

〇
六
㎎
／

Ｌ
以
下 

（十九） 

残
留
塩
素 

三
㎎
／

Ｌ
以
下 



 

（二十） 

シ
ア
ン
䥹
シ
ア
ン
イ
オ
ン
及

び
塩
化
シ
ア
ン
䥺 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（二十一） 
四
塩
化
炭
素 

〇
・

〇
〇
二
㎎
／

Ｌ
以

下 

（二十二） 

一
䣍
四-
ジ
オ
キ
サ
ン 

〇
・

〇
四
㎎
／

Ｌ
以
下 

（二十三） 

ジ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ニ
ト
リ

ル 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（二十四） 

一
䣍
二‐

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

〇
・

〇
〇
四
㎎
／

Ｌ
以

下 

（二十五） 

ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸 
〇
・

〇
三
㎎
／

Ｌ
以
下 

（二十六） 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

〇
・

〇
二
㎎
／

Ｌ
以
下 

（二十七） 

シ
ス‐

一
䣍
二‐

ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
及
び
ト
ラ
ン
ス‐

一
䣍
二‐

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン 

シ
ス
体
と
ト
ラ
ン
ス

体
の
和
と
し
て
〇
・

〇

四
㎎
／

Ｌ
以
下 

（二十八） 

ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

〇
・

一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（二十九） 

臭
素
酸 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十） 

亜
硝
酸
性
窒
素 

〇
・

〇
四
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十一） 

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸

性
窒
素 

一
〇
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十二） 

総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン 

〇
・

一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十三） 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十四） 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

〇
・

〇
〇
四
㎎
／

Ｌ
以

下 

（三十五） 

ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸 

〇
・

〇
三
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十六） 

ト
ル
エ
ン 

〇
・

四
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十七） 

フ
タ
ル
酸
ジ
䥹
二‐

エ
チ
ル

ヘ
キ
シ
ル
䥺 

〇
・

〇
七
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十八） 

フ
䣹
素 

二
㎎
／

Ｌ
以
下 

（三十九） 

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

〇
・

〇
三
㎎
／

Ｌ
以
下 

（四十） 

ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム 

〇
・

〇
九
㎎
／

Ｌ
以
下 

（四十一） 

ベ
ン
ゼ
ン 

〇
・

〇
一
㎎
／

Ｌ
以
下 

（四十二） 

ホ
ウ
素 

五
㎎
／

Ｌ
以
下 



 

（四十三） 

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド 

〇
・

〇
八
㎎
／

Ｌ
以
下 

（四十四） 
有
機
物
等
䥹
全
有
機
炭
素
䥺 

三
㎎
／

Ｌ
以
下 

（四十五） 
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン

ス
ル
ホ
ン
酸
䥹
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
䥺
及

び
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン

酸
䥹
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
䥺 

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク

タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
䥹
Ｐ

Ｆ
Ｏ
Ｓ
䥺
及
び
ペ
ル
フ

ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸

䥹
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
䥺
の
和
と

し
て
〇.

〇
〇
〇
〇
五

㎎
／
Ｌ
以
下 

（四十六） 

味

 

異
常
で
な
い
こ
と 

（四十七） 

臭
気 
異
常
で
な
い
こ
と 

（四十八） 

色
度 

五
度
以
下 

（四十九） 

濁
度 

二
度
以
下 

 

注 

一 

試
験
法
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

 
 

 
 

 

試
験
法
一 

食
品
衛
生
検
査
指
針
に
規
定
す
る
各
検
査
項
目
に
応
じ
た
試
験
法
を
い
う
䣎 

 
 

 
 

 

試
験
法
二 

規
格
基
準
第
一
食
品
Ｄ
各
条
の
清
涼
飲
料
水
の
項
中
に
規
定
す
る
大
腸
菌

群
試
験
法
を
い
う
䣎 

 
 

 
 

 

試
験
法
三 

䣓
清
涼
飲
料
水
等
の
規
格
基
準
の
一
部
改
正
に
係
る
試
験
法
に
つ
い
て
䥹
平

成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
食
安
発
一
二
二
二
第
四
号
厚
生
労
働
省
医
薬

食
品
局
食
品
安
全
部
長
通
知
䥺
䣔
の
別
添
に
規
定
す
る
各
検
査
項
目
に
応
じ
た

試
験
法
を
い
う
䣎 

 
 

 

二 

四
回
以
上
の
う
ち
一
回
は
䣍
（四）
か
ら

（四十九）
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
の
検
査
に
併
せ
て
実
施
す

る
も
の
と
す
る
䣎 

 
 

 

三 

金
属
製
容
器
包
装
入
り
の
も
の
に
限
る
䣎 

 


